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救急救命九州研修所 研修棟２階吹き抜け部手摺補強工事

仕様書

１ 工事概要

（１）工事内容

  ①手摺のはつり出し

   ②補強鉄骨バットレスの取付

   ③既設設備の撤去及び処分

   ④その他の業務

（２）実施場所

  福岡県北九州市八幡西区大浦３丁目８番１号

  一般財団法人救急振興財団九州研修所（２階吹き抜け部）

（３）工期

  契約締結日から令和７年３月２４日まで（具体的な施工日は別途総務課担当者と調整）

（４） 仕様詳細

① 手摺のはつり出し

はつり出し

（手摺下部 200㎜分、５．１ｍ２スパン分、４．２ｍ１スパン分、６．７ｍ１スパン分）

はつり出し部補強（溶接アンカー打設後、手摺下部再固定）

埋め戻し（ポリマーセメント系埋戻し材約２１ｍ分）

養生含

② 補強鉄骨バットレスの取付（９箇所）

採寸・加工・工場製作、仕上げ塗装、躯体アンカーボルト、既存手摺ボルト固定

③ 既設設備の撤去及び処分

（既設設備の撤去・運搬）

④ その他の業務

（資材運搬、エントランス内部ローリング足場敷設、整理清掃片付け、送風機、集塵機など

による粉じん対策、その他必要な業務）
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２ 一般共通事項

（１）施工条件

請負者は、仕様書及び借用資料をもとに現地確認したうえで作業に取り掛かること。

（２）資材条件

本工事に必要な資材については、施工後の使用に耐えられる強度のものを使用すること。

（３）施工上の欠陥等

検査時に発見された施工上の欠陥又は使用材料の不良により生じた不良箇所は、修繕方

法を検討し、検査の日から２箇月以内に無償で修繕を完了すること。

（４）工事費の精算

① 各項目の数量は請負者において調査検討、確認の上、見積をすること。別添工事内訳

書は参考項目数量とし、貸与資料等と工事実数量が一致しない場合においても請負金額

の増減精算はしないものとする。

② 現場での納まり取合い等の関係で、材料や工法を多少変更する場合や、多少の数量の

増減等軽微な変更がある場合は、発注者の指示によって行うこと。この場合においての

請負金額は増減しないものとする。

（５）危険防止

① 工事実施に伴い火災及び騒音等を防止するため、安全管理計画書を作成し、予め発注

者の承認を受けること。

② 現場内の火気の使用は原則として禁止する。喫煙は指定された場所で行うこと。

（６）現状復旧の義務

請負者は、その他の既設物等に損傷を与えた場合、発注者の立会いのもと、その指示に

従い請負者の負担において現状に復旧すること。

（７）竣工検査

工事の完了後、発注者の立会いの上、竣工検査を行う。手直し及び残工事がある場合に

は、発注者の指定した期日までにそれらの工事を完了し、再検査を受けること。

（８）解体材及び発生材等の処置

①  工事で発生したゴミ及び廃材等は生活環境に配慮して収容し、全て場外へ搬出するこ

と。

② 撤去した設備を含む解体材及び発生材のうち、特別管理産業廃棄物が発生した場合の
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処理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関係法令及び各自治体並びに労働基準

監督署等の指導を遵守すること。なお、処理の確認のため産業廃棄物管理(マニフェス

ト)の写しまたはそれに準じたものを業務報告書に添付すること。

（９）研修所業務と近隣への配慮

  研修所職員の業務及び研修生等の生活に支障を及ぼさないよう十分に配慮すること。

（10）業務報告書

業務報告書は、以下の内容で１部提出すること。

① 業務完了届

② 工事記録写真


